【別紙様式２】


【別紙様式１】

「にいがた観光ファンクラブNiicleスタンプラリー2025（仮称）」
事業委託業務に係る
公募型プロポーザル質問書


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年　　月　　日

新潟県観光ファンづくり推進協議会　会長　関根　慶一　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（所在地）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（名　称）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（代表者）
                                           
                                          （担当者）氏名：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL:
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E-Mail:

　標記、公募型プロポーザルの参加にあたり、その内容について疑義がありますので、質問書を提出します。
	項目

	内容

	項目

	内容


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                              
※　質問内容が上記欄に入らない場合には、記入欄を広げて使用すること。
※　質問が３項目以上になる場合は、本様式を複写して使用すること。


「にいがた観光ファンクラブNiicleスタンプラリー2025（仮称）」
事業委託業務に係る
公募型プロポーザル参加申込書


標記プロポーザルに参加を申し込みます。また、下記事項に間違いがないことを誓います。
	(1) 個人又は法人単独による参加の場合
　　次に掲げる条件をすべて満たすこと。
　　　ア　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者で
あること。
　　　イ　会社更生法（平成14年法律第154号）第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成11年法律第225号）第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者（会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であっても、更生計画の認可が決定された者又は再生計画の認可の決定が確定された者を除く。）であること。
ウ　会社法（平成17年法律第86号）第475条若しくは第644条の規定に基づく清算の開始又は破産法（平成16年法律第75号）第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。
　　　エ　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号)第２条第１項第２号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う者でないこと。
(2) 企業連合による参加
　　　ア　５(1)に掲げるすべての要件を満たす個人又は法人を含めて結成された者であること。
　　　イ　企業連合を構成する者のいずれの者も、他の企業連合の構成員となっていないこと。



令和７年　　月　　日

新潟県観光ファンづくり推進協議会　会長　関根　慶一　様
　　　　　　　　　　　　　　　
　（所在地）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（名　称）
　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　（代表者）　　　　　　　　　　　　印


　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当者）氏名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tel:
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E-Mail:


